
こおりやま広域圏立地企業交流セミナー2026 運営業務委託仕様書 

 

１ 委託業務名称 

こおりやま広域圏立地企業交流セミナー2026運営業務委託 

 

２ 目的 

誘致企業・既存企業・支援機関を一同に集め、橋渡しを行うことで企業間交流のきっ

かけづくりの場とし、もって新たな販路開拓・サプライチェーンの構築により地域産

業の活性化を図るとともに、こおりやま広域圏内総生産の向上を目指す。 

 

３ 委託期間 

契約の日から、令和９年１月２９日まで 

 

４ 委託業務の内容等 

受託者は、次に掲げる内容で業務を遂行すること。 

＜セミナー内容＞ 

（１）時期：令和８年１１月１０日（火）午後（３時間程度） 

具体的な時間等については、委託者と協議の上、決定すること。 

（２）場所：ビッグパレットふくしま コンベンションホール全面 

（３）主催：郡山市 

（４）共催・後援：今後調整により決定する。 

（５）定員：３００名程度 

（６）主なプログラム（予定であり、変更になる場合がある） 

ア 主催者挨拶：市長（１名） 

イ 基調講演 

(ア) 講師：広く産業関連に知見のある有識者（１名） 

（イ）内容：地域内における企業交流によるメリットについて言及すること 

ウ 参加企業１分間プレゼンテーション 

：プレゼンを希望する企業や団体（１０団体程度） 

エ 交流会 

：立席による自由な名刺交換会・交流会 

 

５ 企画提案内容（受託者において検討の上、提案すること） 

（１）本事業への取り組み方針 

基本的な考え方を記載すること。 

（２）事前広報及び集客 

こおりやま広域連携中枢都市圏(郡山市、須賀川市、二本松市、田村市、本宮市、

大玉村、鏡石町、天栄村、磐梯町、猪苗代町、石川町、玉川村、平田村、浅川町、

古殿町、三春町、小野町の17 市町村。)内に参加を直接呼びかけるとともに、様々



な手法により本セミナーの事前広報を行い、定員数を確保できるよう必要な措置を

講じること。 

なお、各自治体の担当職員への協力依頼については委託者が行う。 

ア 事前広報の手法 

参加者確保のため、次の広報活動を行うこと。 

（ア）チラシ作成・配布等（その他、効果的な広報活動を含む） 

   なお、個別企業に対しチラシの配布等を行う場合、配布先の選定理由を併記

した配布先リストのデータを委託者に提出すること 

（イ）申込フォーム作成（周知、参加申込受付、１分間プレゼンテーション希望企

業の取りまとめ、付帯する問い合わせ対応及び申込者の管理を行う） 

（ウ）その他、下記イに記載する企業への周知に効果的な手法を提案すること 

イ 対象 

こおりやま広域連携中枢都市圏内に本社、事業所等を有する企業、及び支援機関、

研究機関等を募集対象とする。ただし、本事業の趣旨に沿わない者及び円滑な事業

執行を妨げるおそれのある者を除く。 

ウ 参加企業リスト等作成及び送付 

参加申込のあった者について、当日配布用資料として、参加企業リスト、座席表を

紙媒体にて作成すること。併せて、作成したデータを参加決定者に対してＥメール

等により会期に先立ち送付すること。 

エ 印刷物作成 

集客、配布に用いるセミナー用のチラシを4,000部作成すること。 

また、チラシは、Ａ４判両面印刷とすること。 

（３）基調講演における講師の選定 

  ア 本事業の目的にふさわしい講師を選定すること。 

  イ 選定した講師への講演依頼を行うこと。 

（４）セミナーの全体調整 

受託者が確保した会場（以下（５）参照）において、セミナーの準備、運営、会場

との調整、及びこれらに係る業務全般について総合的に行うこと。 

（５）会場の確保・設営 

受託者が次の要件を満たす会場を契約し、必要機材・設営の手配を行うこと。な

お、会場について、当初は郡山市名義で仮手配を行っているため、本委託契約締結

後直ちに受託者名義への変更手続きを行うこと。 

ア 会場敷地内、又は近隣に参加者用の駐車場を確保すること。 

イ 正餐形式で円卓及び椅子を配置すること。 

ウ 司会者、演台を配置すること。 

エ １分間プレゼンテーションのセッティングを行うこと。 

オ セミナー名を記載した横断幕を準備すること。 

カ 会場内に講演資料等を表示するため、モニター、スクリーン、プロジェクター

等を準備すること。なお、全参加者が投影内容を視認できるよう配置するこ

と。 



キ 会場内で使用するスピーカー、マイクシステム、マイクスタンド等を準備する

こと。マイクは有線・無線合わせて５本以上を同時に使用可能とすること。 

ク 案内ボード及び支援機関用ＰＲブースを準備すること（以下（６）ク参照）。 

ケ 来賓控室及び事務局控室（各１０人程度）を準備すること。 

コ 会場入口に受付を設置すること（受付者は、受託者が担当する）。 

サ クローク又はクロークに準ずるものを設置すること（管理は受託者が行う）。 

（６）セミナーの運営 

ア 当日の運営に十分に対応できるスタッフを確保すること。 

イ テクニカルリハーサル、当日直前打ち合わせや支払事務（旅費・謝金等、支払

事務は後日も可）等を行うこと。 

ウ 講師等への対応として、講師プロフィール（顔写真を含む。）依頼、発表原稿

の締め切り提示、緊急連絡先の収集は受託者が行う。 

エ 会場の設営、参加者受付、進行管理、プログラム及び事務局資料（シナリオ、

会場図等）の作成、会場との調整業務を行うこと。 

オ 視認性の高い参加者識別用の名札等を作成し、当日に参加者へ配布すること。 

カ 講師及び参加者に飲料を配布すること。なお、会場の利用規約等との兼ね合い

により困難な場合、参加者用飲料についてはこの限りでない。 

キ 音響操作について、会場内に担当者を配置し、機器操作に当たるとともに、不

測の事態に対応すること。 

ク １分間プレゼンテーションの開始前に、ステージの配置変更を行うこと。 

ケ 会場内若しくは外に支援機関用ＰＲブースを設置すること。ＰＲブースの展示

品（内容は委託者が指示）や資料等の取りまとめ、配送その他会場との連絡調

整を行うこと。 

コ 開催に当たり設置した機材、会場備え付けの備品等については、会場側の指示

に従い当日中に撤収・片づけを行うこと。 

サ 交流会において、参加者同士が交流しやすいよう何らかの措置を講じること。 

（７）アンケート調査の実施等 

ア 欠席者が発生したなど、セミナー参加決定者と当日実際に参加した者が同一で

ない場合、当日参加者リストを作成し、委託者に提出すること。 

イ セミナー参加者に対し、本セミナーの目的に対する効果を測るためのアンケー

トを配布、回収し、調査結果の集計・分析を行い、委託者に提出すること。 

ウ アンケート調査の実施については、オンラインにより実施すること。 

エ アンケートの内容は、委託者と協議の上、決定すること。 

（８）その他 

ア セミナー全般のプログラム調整は委託者が行う。 

イ 会場と受託者の事前打ち合わせ等の際には、必要に応じて委託者が同行する。 

ウ 委託業務の実施に当たっては、委託者に定期的に報告を行い、十分に協議しな

がら業務を進めること。 

６ 見積内容について 

（１）経費には、会場費、進行管理費、広報活動経費、資料作成費、会場運営費、アン



ケート調査費、講師謝礼・旅費、その他本件業務に要する費用全般を含むこと。 

（２）経費区分は、次のとおりとする。 

ア 会議費（会場費、設備備品費等、会場等に関する経費） 

イ 広報費（参加者の案内募集、名簿作成等の広報に要する経費） 

ウ 委託費（セミナー運営等、進行管理に関する経費） 

エ 講師謝礼（講師謝礼、旅費に関する経費） 

 

７ 契約に関する条件 

（１）成果物の利用及び著作権 

ア 受託者は、委託業務の成果物に対し、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第

２１条から第２８条に規定する権利を委託者に無償で譲渡するものとする。 

イ 受託者は、本著作物に関する著作者人格権を行使しないものとする。 

ウ 受託者は、成果物が第三者の著作権を侵害しないことを保証し、第三者から成

果物に関して著作権侵害を主張された場合の一切の責任は、受託者が負うもの

とする。 

（２）苦情等の処理 

本業務に伴って生じたトラブル等に関しては、受託者が責任を持って対応するこ

と。 

（３）信用失墜行為の禁止 

受託者は、本業務の実施に当たり、市内事業者等及びその関係者と利害関係を持

つなど、市の信用を失墜する行為を行ってはならない。 

（４）機密の保持 

受託者は、本業務を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、契約の目的以外

に利用し、又は第三者に提供してはならない。また、本業務に関して知り得た情

報の漏洩、滅失、棄損の防止、その他適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。契約終了後もまた同様とする。 

（５）個人情報の保護 

本業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関す

る条例を遵守しなければならない。 

（６）損害の賠償 

本業務に関連し、受託者の故意又は過失などにより市に損害が生じた場合は、受

託者は市に対してその損害を賠償しなければならない。 

（７）一括再委託の禁止 

  ア 本業務の主要な部分とは、次の各号に掲げるものをいい、受託者はこれを原

則再委託することはできない。 

   （ア）業務における指揮、監督、総合的企画、手法の決定及び技術的判断等 

  イ 本業務の軽微な部分とは、秘密情報を取り扱わないもので、コピー、ワープ

ロ、印刷、製本、速記録の作成、翻訳、トレース、模型製作、計算処理（単

純な電算処理に限る。）。データ入力、アンケート票の配布、資料の収集・単

純な集計、電子納品の作成補助、参考書籍・文献購入、消耗品購入その他特



記仕様書に定める事項とする。 

  ウ 受注者は、（ア）及び（イ）に規定する業務以外の再委託にあたっては、発注

者の承諾を得なければならない。 

 

８ 業務報告 

受託者は、業務の遂行にあたり、本業務の着手又は完了後、速やかに次の書類を提出

しなければならない。 

（１）業務実施計画書（指定様式） 

（２）業務責任者通知書（指定様式） 

（３）委託業務着手届（指定様式） 

（４）委託業務完了届（指定様式） 

（５）開催報告書（任意様式）※アンケート調査分析結果を包括する内容であること。 

（６）その他市が必要と認める書類 

 

９ その他 

本仕様書に定めのない事項等については、必要に応じ双方協議の上決定すること。 


